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要領第 29号

理事長決定

平成 22年 1，Ej 1日制定・施行

平成 24年 1月 1013改正・施行

平成 24年 6月 8日改正・施行

平成 24年7月 23日改正・施行

平成 25年 3，Ej8日改蕊・施行

偲人情報保護管理事務取扱要領

この要領は、日本年金機構個人情報保護管理規程(規程第 13号。

以下 f焼程j という)に基づき、個人情報(役職員に係る偲人情報

は徐<0)の適切な管理、個人情報の滅失、き損、漏えい等の紡止

を目的とする。

2 アクセス制限(規程第 16条関係)

アクセス権限を有する場合であっても、業務上の宮約以外の目的

によるアクセス(紙媒休に収録されている個人情報の閲覧を含む。)

は禁止されているところであるが、氏名索引等の照会処理について、

業務目約に沿って実施されていることを点検確認するため、保有個

人情報へのアクセスに対する監視体制を次のとおりとする。

( 1 )臼々の監視体制

① 規程第 9条に定める統括個人情報保護管理責任者(以下「統

揺個人情報保護管理責任者Jという。)は、規程第 10条に定

める個人情報保護管理責任者(以下 f個人情報保護管理責任者」

という。)から業務目的外で行われた氏名索引処理の報告を受

けた場合には、規穏第 27条及び第 28条に基づき原因の分析

及び再発効止策の策定等、必婆な措置を講ずる。

② 氏名索引処理結果の点検・確認

氏名索引等の照会処理について、傭人情報の閲覧が業務目的

に沿って行われていることを確認するため、氏名索引処理結果

リストを出力する。

システム運用責任者は、オンライン欄始後速やかに前日分の



当該リストを出力した上で、業務担当課長等に配付することと

し、業務担当課長等は氏名索引照会の処理結果を氏名索引照会

票等(年金相談受付業の写、箇面ハードコピーに照会理由を記

載したもの、照会を行った対象者の一覧等、照会理由の分かる

ものでも可)と突合せをすることにより点検温確認を行う。

③ 総括個人情報保護管理責任者への報告

ア 業務担当課長は、②の突合の結果、当該氏名索引処理が

業務目的外で行われた処理であることを確認した場合に

は偲人情報保護管理責任者に速やかに報告する。

イ 銅人情報保護管理責任者はアの報告を受けた場合iこは、

統街個人情報保護管理責任者に速やかに報告する。

( 2 )日本年金機構本部における定期(四半期毎)又は結時の厳視体

制

① 統括個人情報保護管理責任者は、個人情報保護管理責任者か

ら業務目的外で行われた処理の報告を受けた場合には、続程第

27条及び第 28条にき基づき隙凶の分析及び再発防止策の策定

等、必要な措置を講ずる。

② オンラインジャーナル検索結果一覧表の作成

日本年金機構リスクコンブライアンス部コンブライアンスグ

ループ(以下「コンブライアンス GJ という。)は、保有してい

る個人情報へのアクセス記録を一定の条件のもとに、定期に又

は随時に検索を行うとともにオンラインジャーナル検索結果一

覧表を作成し、個人情報保護管理責任者に送付する。

③ オンラインジャーナル検索結果一覧表に基づく調査

個人情報保護管理責任者は、日本年金機構本部から送付され

た「オンラインジャーナル検索結果一覧表」と照会票等の突合

及び職員からの聴取等により、当該処理が業務目的に沿った処

理であったかどうか調査する。

④ 統領個人情報保護管理責任者への報告

個人情報保護管理責任者は、③の競査の結果、当該処理が業

務自約外処理であることを確認した場合には、コンブライアン



ス問題事案対応要領に基づき、把握してから 24時間以内に、

コンブライアンス Gに報告する。

3 複製等の制限(規稜第 17条関係)

( 1) r個人情報の複製(複写、印刷、撮影等)J (以下 f個人情報の

複製」という。)、送信(メール、メールの添付ファイル、ファッ

クス等)、送付(郵送等)及び外部への持ち出し等の行為は、原則と

して祭止されている。

( 2) r個人情報の複製」及び「媒体の外部への持ち出しJの行為を

業務上で行う場合には、必要に応じて個人情報保護管理責任者の

指示を求めることとされているが、日常における次の業務につい

ては、当該指示は包括的な指示で足りるものであり、個々の指示

は不要であるので取扱いに留意する。

また、当該業務終了後に不要となった複製された偲人情報につ

いては、物理的に復元又は判読等が不可能な方法により廃棄する。

① 被保険者、年金受給者等からの照会(来訪相談、鷺話相談、

文書根談)対応業務

② 被保険者、年金受給者からの申請書等にかかる審査業務

③ 被保険者の資格記録調査、補正の業務

④ 国民年金未紡保険料の徴収業務(納付相談を含む)

⑤ 閤民年金推進員が行う保険料の納付督励及び収納等(金銭

登録機の記憶媒体に収録した偲人情報を含む)

⑥ 適用事業所の滞納処分業務

⑦ 年金事務所の調査担当者が行う適用事業所等の調査業務

4 媒{本の管理等(競程第 19条関係)

国民年金保険料の徴収業務における取扱いについては、規程第 1

9条各項で定めるもののほか、特に次の事項にも留意し、適切に取

扱うものとする。

( 1 )媒体の外部への持ち出し状況の管理について

富民年金保険料の徴収業務(納付格談を含む)を担当する職員

等の媒体の外部への持ち出し及びその返還の状況の管理について

は、国民年金担当課長等の管理者が行うこととし、当該管理者は、

媒体の持ち出しに関する指示を含め、その適切な管理安行う。



( 2 )異体的な管理方法について

年金事務所の国民年金担当課長等は職員等の戸別訪問等の計画

を作成したときは、戸別訪問等の担当者別に、媒体の交付年月日、

被保検者氏名、返還年月白等を別添 1の例により作成した管理簿

に記録し管理する。また、戸別訪問等が終了し職員等から結果報

告を受けたときは、交付した媒休が返還されたことを確認する。

なお、管環簿の記録に代えて、戸別訪問用対象者一覧表等の帳

禁を活用し、当該帳票の余白に媒体の交付状況等を記録し管理す

ることでも差し支えない。

5 個人情報の取扱状況の記録(規程第 21条関係)

規程中、台帳等により記録することとされている場合における台

帳等の整備にあたっては、処理年月日、対象の錨人情報の名称(内

容)、保管方法、廃棄方法、アクセスした者の氏名・巨的、照会機関

の名称・目的・提供年月日等の必要事項を記載する。

6 偲人情報の提供(規程第 23条関係)

( 1 )偲人情報の外部への提供は禁止されているが、法律の規定に基

づく提供、又は毘本年金機構法(平成 19年法律第 109号)第

3 8条第 5項の各号のいずれかに該当する場合に限り提供でき

る。他人情報を提供する場合は次の事項に留意して行う。

① 年金事務所における僧人情報の提供可能区域

年金事務所においては、次の者に係る個人情報の提供を行う

ものとする。

なお、年金相談に係る個人情報の提供については、 「年金格

談業務処理要領j により行う。

ア 厚生年金保検及び全国健康保険協会管掌健康保検(適用)

にあっては、当該年金事務所の所管区域内に所在する事業所

iこ係る被保険者(被保験者であった者を含む。)及び所管区域

内に住所を有する受給権者

イ 国民年金にあっては、当該年金事務所の所管区域内に伎所

を有する被保検者(被保険者であった者を含む。)及び受給権

者

② 値人情報の提供



ア 照会方法及び回答方法

原則として、公文書(公的機関以外からの娘会の場合には照

会機関の責任者又は照会者が署名捺印した文書)による照会

に限り、年金事務所長名の公文書により必要最小限の範閣内

で個人情報を提供する。

イ 規程第 23条第 1項第 1号に規定する「法律の規定に基づ

き、提供しなければならない場合Jとは、法律の規定により

個人情報の提供が義務付けられる場合(義務を課すものと解

される場合を含む。)、又は個人情報の提供の確保が図られて

いる場合をいうものであり、弁護士法(昭和 24年法律第 2

o 5号)第 23条の 2第 2墳に基づく照会のように単に当該

照会について法律上の根拠があるという場合は含まれない。

ウ 厚生年金基金からの資格記録鴻会については、悶和 42年

6月 29日年企発第 45号厚生省年金局企霞課長通知及び紹

和 54年 3月3日年企発第 11号厚生省年金局企画課長通知

により、昭和 54年 4!'lから厚生年金基金連合会を通じて社

会保険庁に照会することとされているため、当該照会が年金

事務所等になされた場合l立、上記通知による方法に従うよう

指導されたい。

ヱ 個人情報の提供にあたって疑問点が生じた場合には、速や

かに情報管理 Gへ照会する。

(2 ) 個人情報の外部への提供について

① 臣民年金基金からの照会

国民年金第 1号被保険者等が思民年金基金への加入申出等

を行った場合、当該国民年金基金が行う加入要件や掛金の算

定等の審査において、確認が必要となる最小娘の個人情報の

照会が行われた場合は、各国民年金基金理事長からの照会文

書において、申請者等からの本人間意がある旨及び必要とす

る理由を確認のうえ、必要な範囲内で鑓人情報を提供する。

なお、必要に応じて、本人同意が確認できる書類の提出を

求めることができる。

② 厚生年金基金からの照会

ア 事業所編入等の事前審査に伴う事業所情報の照会

事業所編入等の事前の審査に必要な事業所情報の照会が



あった場合については、当該事業主の情意がなければ提供

できないものであるため、厚生年金基金理事長等からの照

会文書において、当該事業主の同意がある旨を硲認のうえ、

必要な範囲内で事業所情報を提供する。

イ 厚生年金基金の解散等に伴う被保険者記録照会

厚生年金基金の解散等における厚生年金基金の加入員記

録と日本年金機構に所在する厚生年金保検被保険者記録と

の記録の整合性の確認については、現在、日本年金機構本

部から食業年金連合会を通じた情報提供により、各厚生年

金基金において実施され、整合性がとれない加入員記録及

び被保険者記録については、平成 14年 2月 22日年金発

第 0222001号厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長

通知により、地方厚生毘から年金事務所あてに記録の調査

依頼が行われている。

この記録の競査依頼は、厚生年金基金の解散等!こ伴って、

国の代行部分を厚生年金基金連合会に移管する際の必要な

事務であり、厚生年金保険事業を適正に運営するための事

務であることから、地方厚生局長の依頼文書の内容を確認

したうえで、必要な範囲内で個人構報等を提供する。

ウ 厚生年金基金の設立及び設立事業所の増加に伴う被保険

者記録練会

厚生年金基金が設立されたとき及び設立事業所が増加し

たときにおける当該設立事業所に使用される被保険者に係

る資絡記録等については、昭和 42年 3月 28日年企発第

20号厚生省年金局企劃諜長通知により、設立事業所を管

轄する年金事務所が管理している当該被保険者の資格記録

等と突合し確認することとされている。

この確認は、厚生年金義金の設立及び設立事業所として、

厚生労働大臣が認可した後において、厚生年金基金に対し、

国の代行部分が移管される際の必要な事務であり、厚生年

金保険事業を適疋に運営するための事務であることから、

地方厚生局長に依頼文書の内容を確認したうえで、必要な

範囲内で個人情報等を提供する。

なお、厚生年金保険被保険者記録等と厚生年金基金の加

入員記録との確認事務は、棺手方を確認のうえ、年金事務

所内において閲覧により行う。



③ その他関係行政機関等への個人情報の提供に関しては、別

添 2 r日本年金機構偲人情報提供ガイドラインJによるもの

とする。

7 教育研修(規程第 31条関係)

独立行政法人等の係有する個人情報の保護に関する法律(平成 1

5年法律第 58号)及び鏡程等を遵守し、個人情報を適切に取扱い、

個人情報の正確位、安全性が確保されるよう、職員に対し、個人情

報の保護及び管理に関する意識の高揚を図るための教育研修を継続

的に実施する。

( 1 )研修実施方法

個人情報保護管理責任者が職員に対し、個人情報の取扱い

について理解を深め、個人情報保護に関する意識の高揚を図

るため、研修資料等を活用し、職員に対する個人情報保護研

修を実施する。

( 2 )実施対象者

全ての役職員とする。

( 3 )実施待期

原則、毎年度第 1四半期中に実施するものとする。

なお、病気休暇、育児休暇等!こより受講することができない職

員については復帰後、速やかに実施するものとする。

ただし、新たに採用された職員については採用後速やかに実施

しなければならない。その際、窓口装置を操作する職員について

は、業務巨約外閲覧の禁止を特!こ厳重に伝えること。

( 4 )研修実績報告

個人情報保護管理責任者は、研修の実施!こかかる実績報告を情

報管理 GIこ提出する。

なお、報告に当たっては、見Iji恭3を参照し、所定の様式により

行うものとし、第 1四半期にあっては 7月末目、第 2四半期にあ

っては 10月末日、第 3四半期にあっては袈年 1月末目、第 4四

半期にあっては翌年 4月末日までに提出する。



( 5 )その他

個人情報を取扱う受託事業者(労働者派遣事業者を含む。)に

ついては、委託契約後、速やかに日本年金機構の個人情報の保護

に翻する研修を実施する旨の指導を行うとともに、実施結果につ

いて報告を求めること。

なお、窓口装置を操作する受託業務従事者については、業務目

的外商覧の禁止を特に厳重に指導すること。

8 改廃

この要領の改廃については、理事長が決定する。

附則

この要領は、平成 22年 1月 1日から施行する。



保有個人情報の利用状況管理簿

[7.1IJ添1]

(参考様式)

(00年金事務所)

担当者名

|媒体の交付年月日| 被保険者氏名 | 返還年月日 担当課長確認欄 備 考



[見IJ添 2]

日本年金機構個人情報提供ガイドライン

1 はじめに

年金個人情報の外部への提供については、日本年金機構法第 38条の規定及び個

人情報保護管理規程に基づき実施することとなる。

国の保有する年金個人情報を機構が構報提供することとなるため、情報提供権限

を有する国の「権限の行使Jが必要Eとなるところであるが、個人情報の提供につい

ては、それ自体個人の権手IJ.義務を確定する行政処分ではないこと、また、情報提

供事務の実態として、定期的 E定製的に提供するものが大部分を占めること等から、

事前かつ値目IJに国の権限の行使(決裁)を行うのではなく、予め、提供事務に係る

ガイドライン(手続、提供範囲等)を定めることにより、提供事務の円滑かっ適正

な運用を行うものである。

2 他人情報の提供に係るガイドライン

(1)日本年金機構から外部へ情報提供することについて

日本年金機構法第 38条第4演及び第5壌に規定する場合に限り、年金値

人情報を外部へ提供できるものである。(事業所情報等の年金個人情報では

ないが、偲人情報保護管理規程において準用するものの提供先についても本

ガイドラインの別表の範隠内で提供できるものである。)

① 社会保険オンラインシステムにより提供の仕組みが構築されているなど

情報提供する内容が事前に決まっているものについては、本ガイドライン別

表1により根拠法令、情報提供先、使用毘約等を列挙し、その範囲内で行う

構報提供については個別の権限の行使は不要とする。

② 本ガイドライン別表2により、根拠法令、提供先等を定め、その範闘肉で

行う情報提供については、情報提供した件数を日本年金機構本部へ報告する

こととし、国の権限の行使iま不要とする。

③ 本人の凋意があるものについては、国の権限の行使を不要とする。

なお、情報提供した件数を②と同様、日本年金機構本部へ報告する。



(2)個人情報提供に係る事務について

① 上記(1)の①に係る事務について

主に日本年金機構本部が社会保険オンラインシステムにより、提供先との

覚書等に基づき提供するものであり、その提供先、根拠法令等は本ガイドラ

イン別表 1に掲げるものに限る。

② 上記(1)の②に係る事務について

主に年金事務所が、本ガイドライン別表2に掲げる提供先に対し、必要最

低限の範囲内で個人情報の提供を行うものである。

なお、提供した件数を根拠法令別に四半期単位で日本年金機構本部へ報告

するものとする。

③ 上記(1)の③に係る事務について

②同様、提供した件数を四半期単位で根拠法令見1]に日本年金機構本部へ報

告するものとする。



日本年金機構個人情報ガイドライン別表 1

撞供先 鐙供データ事項 置照準務{担拠法令) 使用目的 &・鑑a倹t念の司畜宵骨'e@ 担当部品 纏S長綿第S法項第各38符
での分恕

国民年金の世保障者の貴絡に関する事
住本(以台民基下曜本法r法台施行帳』令のと作い(以成う下住)『令民軍」基7と本晶い台、う植世.法民)基軍

世転住民出民基基証本明本台書合情帳瞳報珪の記のょ軍融の事届認項出の確認 O 市町村(特別区を含む)
項 5条〉、住民基本台帳法上の届出に闘す の開記事項の 総務省 三号 イ

る事審(ま第22量、軍29条条)、令揮2 確認
3条、軍24条由4、軍28

陣(年生金年分金割時に険関のす被る保事険項者〉記録
4庫、生厚年生金年探金険基遺金曹規1則3l3露条7の4条3且のぴ2揮163条の

基結金者のの加楳入繕員報、酬加月額入員の置であ定った者及び畳

O 企聾年金連合会、厚生年金基金 年金局 三号 イ

の中途標脱績報理者酬‘月解額散の基ilt金定加入員及び盟結喧

基付〔車金の生主田年桔畳金結停保者止線に聾法悟務第る1仕33行~給の付2)及び刊行枯 基金の畳桔者の在職等による老齢厚生年
会の確認

O 老齢厚生年金等の畳給権者記録 年金騎 五号 イ

骨中〔厚途枯生脱骨年及退金者び探刊及検行びま解詰軍散付1基由田金主条加枯の入停2)止員l業ご罷務る托
中途脱退者及び解散基金加入員の在職等
による老齢厚生年金の被認

厚新生規年猿金定保者険に係の被る保年験金者畳資枯格者記記録録及び 田条【〕府車負生担年金金器の算腫量出出軍務年改正法附則露出 車の被生年揮金験基者金資が格政包府録負の担確金認を畳けるため O 年金扇 三号 イ

企聾年金連合会

車軒生規年韓金定者需設に係の誼る探年検金者盟資結格権記者記録且録び 企条【〔聾厚車]年生生金年年連金金聾合嘩会隊股が法法行軍印1年う59改聾条務正〕法附則軍85 O 年金属 三号 イ

厚〈聾生年宵金特酬串検に由関誼す県る般事者項記)録 厚の出聾務揖生を準行年金報っ嘩酬た険月厚法額集第の年2特会6最倒基金に{華加よ宵る入観特員器明に険}関者のす等申る 係基金る加年金入額員での算畠定った車者出の資華格宵記特録例の確期間認にの O 年金局 王号 イ
ため



提怯先 握棋データ事項 使用軍務(担拠法令〉 慣用自的 a阻程嗣...欄制 担当部局 復でa長嫡の第分後5~頬策斑各3号8 

基枯金者の!こ加封す入員る設、加定入筒求員ので勧あ奨った且者び且年金ぴ記畳 基金のiのこ加対提入す姓員る議、加定入締員求での勧あ奨った且者ぴ及年金び記豊

枯録基者等金の加入員の員員勧、、原加加奨簿入入と員であった者に封す

基る重金量定の加筒求入 員であった者及び畳

輯者由加入 の突合せ

企業年金連合会 住保所障情担報慌、践新者規記設録定情者報情報、 厚生年金

の中1=逸封提脱す供遺る書窓定、解購散求基の金勧加奨入及員び且年金び包畳話録者等
O 年金局 三号 イ

按砲中中の対速定逸加す定脱脱筒入給る退求退付怨貝者者の原企定且勧節、揮聾解ぴ奨年求と解散の金の散基突の勧基金合加挺金加せ入加者入入員で員に封する且ぴ畳給者

あった者に

国民年金基金加入ー担失記録の有無の確 O 年金昂 Z号 イ

間民E年民閤年金民金基年金基金金掛法加金軍入の軍者徴12収7の条記に〕録関すの収る集事務且等び翻

箆

園民年金被畢険者記録 国閤民毘年年金金基程険金加料来入納質梧者のの有把無櫨の被認及び O 年金局 三号 イ

閤C民阻年毘金年基金金法軍畳結13構7条者のの1貌5)耳確認の翻査 由民年金基金畳結権者の生存舷訟の調査 O 年金局 三号 イ

閤民年金基金連合会

住所情報及び新規設定者情報
控識聖E問護訴許謀問Z議dτあ問E訴唱E団Z権謀団計長罫Z抽認罪認薗諺 議量i4、議e制ZmE臨+;?!-4:;ヱ採E-S;益1課2噌器2 O 年金蝿 豆号 イ

旧三公社(JR) 年金支枯同容に閲する事項 旧【車三生公年社金に樺お険け法る樹特E例1)軍年3金3条支〕給等調霊事務
18=:公社における特倒年金主給等悶聾のた O 国交省 三号 イ
め

18三公社(JT) 年金主軸向容に関する理解項 E阻厚草生公年社金に探お検け法る附特則明露年目金条支]給等調整事務 18=:公社における特倒年金主軸等調整のた O 財務省 三号 イめ

由主公社(N廿) 年金支給向容に鴎ずる率直 [旧厚三生公年社世に探お検け法る附特則倒曹年3金3条主〕軸等翻整事務 i目玉公社における特領l年宜主給等翻聾のた O 財務省 三号 イ
め

地方公務員共済組合連合会 国民年金の年金畳枯者記録 事留国{共〉民民年年済金金払法語い施路の轟行行規令礎軍則年金1軍5粂9の2軍支粂払1項に関する事 同左 O 総務省 三号 イ



提供先 提棋データ事項 世周聾務{担拠法令) 使用目的 益領健恨年金の司有島領号。 担当部局 視条での鋼第分2S各項額首席各3符8 

全国世車保険協会 檀関岳す協る会事項の軍務司実施に必要なものに 櫨盤;宝軍51条の22l.ぴ世標法施行規則軍2
同左 O 保険局 三号 ロ条の6軍1号ω 揮6号

車→吋司労市省盤留保民民昨盤盤材険局底庫保罷留険険民瞳団中央庫体会県連睦合会諜 権庫生者年記金録聾除且ぴ船員保肢の年金畳結 理畏E職憧国者民庫保医健担庫検制韓法度枝施法比行規係附E員るllll事軍附務6則条軍、5軍条2]09転、 閤 理て職、者該医療制症確認を聖す路るすたる市町村におい
、当者を め O 保倹局 主毎 ，、

年金の一部主桔停止に関する事項 平務1で年6金成組年あ1合4桔る2月年法r付aか法等の由ら樟迫主由の拾軍一職庫2の部・1生号置停を年改曹止に金正)よを保す主る障軸箇るの法事軍被律公由保務と険(す員平者成共る等 庫職結樺生の準・年離停報止金害酬毘貫に苦世係主与軸額田る被事毎等軍由由月技被白とす揖者認準のでる年報たあ金酬める聞枯月額付の過の及主び O 財務省 三号

年金宜給肉容に関する事項 遺E条国旗3民年年金金盟法結第に四か条か、る厚年生金年併金枯保翻股堕法事曹務担 遺族年金壁掛こかかる年金併給制整のため O 財務省 三号

年金主枯同容に閲する事項 併条【国]蛤民翻年聾金対珪象軍年20金5徒翻、畳厚、生加年桔金金保銅院聾法概軍査38 た併め桔翻繋封象年金調査、加桔会劉聾劉査の O 財務省 三号 一

国軍公務員共爵組合連合会

基礎年金番号に翻する事項 社の会相探関検性斤調査で管理している基礎年金番号と 社の会相畢関検性F鯛F査で管の理ためしている器峨年金番号と O 財務省 王号

年金支枯向容に腿する事項 Z靖担共理費諦者挫霊物の額園情指報年金教提を等棋盟の結宜し動てにいよるる宥年に金お額け改る定 担三消理共費清者桂霊物の額価情指報年金数鑓を等供畳白の枯た斑しめ勤てにいよるる者年に金お額け改る定 O 財務省 互号

失宰保険等の畏枯状態!こ関する事項
雇2〔〕国用軍倒公験務畳員桔共に済よ組る合年宏金附併則枯揮翻官聾条事町務8の 車用保験畳桔による年金書給調整のため O 財務省 三号

共済組合員にかかる異動情報 国家公務員等共演組合法曹114条由2 同左 O 財務省 互号

年金田一部主軸惇止に関する事項 平尖成等る成揖百で年組金年1あ24蛤年合る月法法甘間か律等ののら官理主の官の結包一職厚帯部の・生障静に在年止世害よ金正〉るを保地す主棋方結るの公法率被務律砲鹿員と鳴(等平匙す宮 桔輔車聴生の穣・停輯年障止金害酬時貫者に険責係与枯額のる被事毎等梶月の由険確のと者す様認で車のる年額たあ酬金める結院月村額の坦且の宜び O 総務省 三号

年金宜枯向容に閲する事項 遺【9長箇族1民年年金金畳法給第に四か条か、る厚年生金年併金桔慢翻険聾法事曹務38 遺族年金畳結にかかる年金併結翻盤町ため O 総務省 五号

地方公務員共請組合連合会

年金支給向容に到する事項 併条[留給]民翻年聾金対法車第年四世袋間、宜厚、生加年枯金金保調障整法調草査38 併ため桔翻聾対象年金調査、加結宜翻聾翻査の O 総務省 主号

住にと毘がよ基るで本本き台人な植櫨い法認基曹情礎3報年0条の金鍾のの7棋畳軍姑を3項畏権者のlす規るに調定こ
基礎年金畳給権者の現況櫨認の翻畳 基礎年金畳給権者の生存盛認の調査 O 総務省 三号

する事項



提供先 提棋データ事項 使用軍務[根担法令) 使用目的 a‘・保司恨Fの.省有令布。。 担当部局 縫条可思吻禍第分去5項顕第各3号8 

失聾惇股等の畳給執躍に関する事項 車[地用方保公険務畳員桔等に共よ涜る組年合金法併附桔則調軍聾2事6!務Eの2)雇用保雄受給による年金併給調聾のため O 総務省 三号

地方公務員共置組合連合会

共済組合員にかかる異動情報 地方公務員等共請組合法曹144量の25由2 間車 O 総務省 三号

年金の一部主桔停止に閲する事項 車8用軍法7哲立すS公E嘩学務のる瞳24盤員5.教宮共条昭職済公和務組員田共員合年帯共法法法済等樟軍絡の軍2会一51条法0部5に軍号を8改おに0最正いよすてる・準軍留る 枯概障職生の懲・年陣停貫容金止与探額にを検宜罷等桔ののる披事毎確畢月箆由検ののと者す標た準等める報年で金酬あ結る月付趨慌のの及宜理び O 文科省 主号一 一

年金主蛤同容に潤する事項

埠【条闇目〕在毘年年金金に法か曹か2る0量年、余車併圭輯年簡金盟保事陵務法第38
遺の族訣定年金等にのかたかめる年宜額の決定文l玄室給額 O 文科書 Z号

私する立国学軍技公教務職員員共共諦罰組法合曹議25軍条9に3条おのいて4傘隠

日本私立学桂彊興・失耳号事聾罰

年金宜給向容に隠する事項 私桂併粂君〔鹿桔〕教公立島銅学職務年校壷員員金対教共共法職溝済象第年法組員四金共曹合条調52法智S、正査条軍厚曹、に7生4加4お条年7結い4・金E軍金ての保7寵穆29院条、盤用私法、調す第立国査る学甜民園 骨給i翻聾対車年金調査、加給金調整問査の O 文科省 Z号
ため

年宣法軍3l長・軍1開条時紺限軍8粂

車盤用!こ保関す険る法当に事項よる基本手盟等の畳給輯 軍年周(fI，用宣す立嘩併る学国除軸校軍法御教公に盤臓務よ窃員る員務共基共済本済法手組曹当合2等法5監の曹に畳11お桔4条いにてのよ都2る〕 車用保険畳給による年金併給翻聾のため O 文科省 三号

共溝組合員にかかる異動情報
私立学校教職員共済組合法曹47jj，のL盤

同左 O 文科省 三号民年金法曹3条・軍10.条・附員~軍8条

車労曲労省革労揮働監督基署場届 労年提金零保金険等と静の軸年翻金聾聾の桔対者車記録となる車生 労乱勘軍者18提条害寄補与償関険法軍15条、軍16条の 労枯盟翻年聾金を被と公認的・年金各法との制度問の併
決定するため O 基準局 三号 ホ

特別世収対象者一貫等 介7に6燈隣条保すの険4るの法法規樟草定軍13に41条1よ0、条る高通、齢留掴者民健の窓鹿療保の険確法保曹 同左 O 老櫨島 三号一 へ

市町村(特別区を含む〉

介ず曹険に麓隠7法る6嘩介軍4す提績険出1る3法樟4法4量の樟曹険規1軍法2定41軍条1に013条、お4高の条い齢規て、者定関徳町用に民医お蝿す曜い置るのて樟介確悠椴磁畢用法器介収び鐙国に保関民険健す料車る、保事桂険項期料高の齢年者金か医療ら器の験特料別且徴 間在 O 老健局
三号 ヘ

保験局



提供先 提濃データ事項 慣用業務{担拠法令) 使用目的 益・盛四年個障金の事.骨録@ 担当面局 砲9で長の術第づS2自食項寂第各38号

社自法人国民睡眠保強中また会 介収びE閤に置県闘島険盤す料底る事、器桂険項期料高の年齢者余監か探ら畢の険特別料及世 介す曹険!こ護7腐法る6第介保す条趨険のる1叫法法罷4条の曹樟険規1揮宏3定4軍1量1に01条M、お高条のい齢規、て者定準国用のに毘檀す医お療庫いる罷介ての穫碓準睦惇罷用法 伺左 O 老健局
三宅 へ

保険局

社団法人地方説電子化協際会 個す人る住事民項税の年金からの特別融取に関 地地方方お税按法軍施3行2規1条則の揮7m9条の8 同友 O 総務省 三号 へ

国民世車保険団体連合会
介ぴ鰹協樺民険世料底、韓桂院料甥高の齢年者金医か療ら器の陸特料別且骨 介曹す険に盤関法る76介程す最軍険援のる13法4法制4の条曹樟険規軍1法3定4第1条1に01条3、お4高8のい帳働規、て者定2箇算用のに島檀す医お療鹿いる傑介のて確噂険盛保惇用法 潤車 O 保険局 主号 へ
収に関する事項

年録金問記題樟録確在認費露員会三者事霊務局員会、 年金記
年録金隈記題録樟確証認畳軍員会王者の霊踏査員会に罷及びる惚年金人記情

年金記盟に罷る苦情のあっせんに関する
年問金婿記樟鵠証確量認員会富三者量員会及び年金記録 O 調[査年等金記を行録確うた認露め三者聾員会令軍7条〕 の蹄査 総務省 Z号 ト

報

国民年金革金連合会 確金び抽定に拠付お確出け認年る加金の状制入度況申提出に者お極等いにての臨す、貴情籍る確事人型箆項及年 被【確定拠定鈍出年出企年金業造務軍74条] 確定拠出年金加入賞格者の被定のため O 年金局 三号 ト

年罰民金す年金聖る曲厚の植生年年金を担金畳保探枯継険とす、者船記る小員録保ロの険融及置び槌に
年金畳桔織を円担滑嘩、かとすつる能小車口白的融な運置営に際

O 年金局独立持政法人格liI:医癒機構造軍12条 す鶴る事務の 、 を :=:~苦 ト
るため 社会局

独立行政法人福祉医瞳櫨構

庫の生年金年金盟保結険権者、船記録員保険及び密民年金 独立行政法人檎祉援措機構珪附則軍5条町 芸家曜年金担保の釆祖母権管理回収のため O 年金局
三号 ト2 社会局

確定枯付企軍年金と厚生年金基金の聞の

空T鶴退職警務号なさ室お時EロZ倭る企聾年金連合会
厚生年金悟険由被保険者貴格記錦車ぴ

事年町E金確2転、聾畳定軍務給結1付権11企暑条の聾、第箆年亡金11翻法2条査草3107条、 軍110条 O 年金局 主号 ト
新規a定者に罷る年金聾結者記録

国民年金の置幡記輔 鹿E章独立者行年金政器珪量人畳農給業権者者年金の霊革務命法曹3畢]
塵撃者年金基金畳給権者の生存確認の郡 O 農年金水省扇 三号 ト茸

坦立行政法人農章者年金基金
閤民年金と畠象者年金基金の被樟険者記

国民年聾金合性と農位撃寵者年金基金の被保険者記 O 年農金水省局国民年金の貴格記録
録Eの独聾立行合性政確宏保人畠聾者年金基金法軍3条] 録の

主毎 ト

都員道共盟府県会機、会町磁村陵員会共済磁会員、失市揖議会会鍛 庫記生録年金保険丑び船員保除の鍍嘩険書 地間同E方地法(織船方1J!>行公員員側加務令λ肢軍員期等6も9含共条間む葺]と暗厚)生合の年童法金櫨第聾確16股認1条加軍の入務L 期 地間方(議船員員罷加離入甥も含間むと厚)生の重年金複保確険認加申入た期め O 総務省 ま号 ト

各都理府障社会保険費務士会 年個金人情記報録問題に関する年金相殴に係る 社る会年寵金般相労殴務士による年金記録問題に罷 年金記録問題に係る年金相艇に適切かっ O 社保斤 三号 ト円摺にするため



提供先 提供データ事項 使用業務(根拠法令) 慣用目的 溢宿俸舎制事院盆の萄有号担。担当部品 協条での剤第師分お5長羽刻官官各3'号

外一プ言国語醐儲間挺羽健保伶庫醐闘伺ドeイE合附'Y~II!個 適届者用出期証書間明のの書回証付明Eびその盛明及び被探検

共聞社和会国嘩と障のに限関のす協定る白本聞とドイツ連邦

年金属
閉ま O 三号ト ト

険-社電撃会の保特酬障協に定関のす実る施法律に伴う厚生年金提
社保存

イギリス連輯機関 :1社リ会テ保ン障及びに関北す都るア臼本固とゲレート・
-向闘車入庁 イルランド迎会主盤

-・ U社会島嘩保憧障昂・・社社会会器保障障局局
適用証明書 との悶の協定

問左 O 年金局
互号 ト

社保庁
-グヤウ'-lII湖 -社会保樟協定の実施に伴う厚生年金嘩
. ;'町沖~社会嘩障局 院亀撃の特倒に関する法樟

韓・聞図連民時年金植鴎管理公罰

の-社閣会の協嘩障定に関する日本国と大韓民国と

年金局
適用証明書 罰左 O 三号 ト

検-社等会の器特障酬協に定闘のす実る法施樟に伴う厚生年金臨
社保庁

ア・社メ会リ憧カ連陣絡斤機関
-適用医明書

提-社固会と県の障間!のこ協関す定る臼本固とアメリカ合

社年金保島庁-届出書の田村・その証明及び被保験 同左 O 王号 ト
者期間の証明 険-社管会の慌特輯障協に定関的す実る践法樟に伴う庫生年金提

ベルギー連輯櫨関 -社会保障に関する日本閣とベルギー王

・開開.会金船会問箇調員救年書自金営揖諦庁業障福者害祉社保基会険金櫨嘩険構櫨構

-適用証明書 磁との院の協定

O 社年金保局庁-届出書の回付・その柾明Eび披県犠 間左 三号 ト
者期間の証明 険-社等明会保特輯障協!こ定の実施に伴う厚生年金提

関する法樟

フランス連国絡陪唖社盟会保関連時セ
-適用証明書

和-社留会政嘩府陣と!のこ限r.，すの協る定日本聞とフランス共

年社金保局庁'欧州・ ンター 者-届期出間容的の経回明付・その証明>>.!t被保験 同左 O 三号 ト

民聞社有事会の保特輯障協に定の笑施に伴う陣生年金県
臨する法樟

カナダ連結極関 -適届用出書鉦明の書

聞聞社の会協保定障に隠する臼本箇とカナダとの

年金局
回付・その証明主び雄理股 同左 O 三号 ト

-人的責iIJ[.社会開聾省関織運営課
者期間由証明 険-社等会の保特輯障協に定の挺施に伴う厚生年金保

社保庁

臨する法樟

オーストラリア連絡機関
-適用証明書

リ-社ア会と保の障院のに協関す定る田本聞とオーストラ

O 年金局
ー届出書の回村・その箆明及び被探険 同左 三号 ト

-センターリンク
者期聞の証明 険-社等会の県特制障協に定臨すの聾る施珪棒に伴う厚生年金提

社保斤

オ・社ラ会ン保ダ連険絡銀櫨行関
司適用証明書

箆-社と会の僅院陣の協!こ臨定する自本閣とオランダ王

O 社年保金局庁-届出書曲目吋・その鉦明及び被器撤 同友 三号 ト
-被用者枯付制度椙構 者期間の短明 険-社等会の保特幌障協に定関の実施に伴う厚生年金聾

するま韓



提棋先 提 供デタ事項 世照準務{根拠法令) 使用目的 昌也醐管会開事号鋤@ 担当部局
!での分類

日本固とチエコとの

iチ.社エ会コ連保時障機昂関
-適届用出鮭明書

|同左 O 年金局
書の回付・その証明及び世保険 三号 ト

社保庁

.品砕

匂 O 財務省 三号 ト

ι"""'"叩

円匂匂骨咽

車官設報定提者佐) 
ツ制 O 内隠府 号 ト

自..'"割合
、生加年蛤金金保銅雄箆珪調軍査38 加踏会制整翻査の O ~.， ."，..，.. 

|ため
農水省 号 ト

号特定)軍{2特8輯i'I< 

量#事相会 (現世世
5bE負異3動項担: 

(詞負
|冊冨剖""語、ー

ず 特平輯成聾14 |担金は O 農水省 一号 ト。

軍(特25輯号年)金軍4省9令条)〈

!..'"組合 川除る準拍害町備容'車の!nこ叫法団閲体樟す同制職のる凪事円員項w共滑m済な組実M 合施ι2・6圃 粗醍t1 
生hユ理た商聾め品宇団の体農ス職林盟撒員m 

)"I'J'IIJ' O 農木省 号 ト

2本怠洛相会 円切匂戸明 4) O 農水省 三号 ト

自主&奇書拙.. 
軍団長)

V属、

|持主U: O 農水省 号 ト

ーェックする め¢

政項令等〉
，~勺軍14条軍 1

l品

嗣F構扇Z弘咽携臼F瞥aたbb1E"増額国E醐皇
O 農水省 ー司令号 ト

|出陣 t臨耳疋"e7J同眠J

哩良8奈軍
(平躍13年統合法附

O 農水省 号 ト

(平成13年統合 ‘一回w O 農水省 呈号 ト，9項等) 主って!

1 H6(平0条成第132 
年項統)合法 " O 農水省 号 ト

、‘ ー'・

①②新新規規愈滋l 

当たり(新規級定者旺番) O 農水省 号 ト
、..，..凪t 12項) -， 



提供先 提供データ事項 使用聾務{担拠法令) 使用目的 議礎a年蜘金書糊吟. 担当部品 健条での偶官官分感5司額S健，.各S長き

農林海軍団体職員共置組合 既怨定者仕用宜払情報 托[平用支成払13通年統知合の法作紺躍国とI軍盟結60者条軍への2通項知〉 支融金払関融でに槌茸の関更払へさ出れの証揺た書者をり込発にみ対行不すし能てるたに、他めよの.り現金金融 O 農水省 三号 ト

車林組聾団体職員共苦組合 厚定者生年の金距聾簿肢)の被保険者原簿(新規設 d②者zt(灘等特定平県明の年成践抽年金13者金出由年原援額統講定合班師由定法収担た附録理則め田富と畿鶴田求定祭悌書・改送2定材項該、〉概当 特定例等年の宜処理的鰐の求た指め導.、既議定年金の額改 O 農水省 三号 ト

農林調書団体職員共務組合 厚者生の亜年金新保原障揮の〉披串険者原揮(既綾定 ①該②(笹当失平韓者権成験等害13者の額年離原抽の揮送出合付法の収、附録在則職軍と失6主0権軸条簡軍、在聾2職等項宜担)枯理
失権担理、在臓主軸銅盤寄撃の拒理のた

O 農水省 三号 トめ.

①②③由の(不カ掻蝿平揖能理込弘成報不明13告細能年/者統(血自訂合清確法正情認/附報取Eとq の記録と故当者自口座宜車、解的等 死亡による口座の際鎖等により彊込不能

O 農林盟霊団体聴員共畳組合 既寝室者援込不能報告/淑i同情報 となのっ作た者成のの披た込め明.細情報(訂正/取 農水省 三号 ト

消軍〉60作条成揮と回吋
消)

2項)

盟林抽軍団体職員共帯組合 年金支桔向容に罰する事項 遺【条国族〕民年年金金畳量給軍に2か0条か、る車年生金年併金結保翻険聾法事曹務38 遺臨年金畳轄にかかる年金併結稲盛のため O 農水省 三号 ト

務瞳国家奥員公共・積清共組員演合理共解連群聾組合回合会連、合沼会本私‘地立方学公校 老齢厚生年金の加桔年金額等 社額股軍E会社寄法3与保会等の4障宜嘩の条協枯特障、制軍定の協特銅等定9倒壷の!3こ法突関条で施す〕定にる伴め珪樟らうた庫軍加生1桔年5金条年金保、 社額会等嘩の陣支給協定の翻特例聾法苦で行定うめらた加桔年金
ため O 年社金保局庁 三番号 ト

介麗特別世血封章者記録 介E護介霊特童別保融険収法軍対象13者4条の〕市町村への週間 特別種収の封輩となる年宜と由突合 O 総務省 三号 ヘ

地方公務員共置組合連合会 盤底提島檀保庫険保料険の料特別[税世〉血及対草び後者期包高録齢者 療週揖国[毘探掴国の健検磁民庫輔盤眠県底の!こ綾特関関料別す投徴法る(税収露宏〉対7樟6及象条軍者のび11桂40の、条期市高]高町齢齢村者へ者自の医医 特別唖収の対象となる年金との突合 O 総務省 三喜善 へ

個人世民税の特別徴担封謀者の市町村へ

O 個人住民税の特別世収封章者記録
の[通地知方税若宮321条の7の3)

特別世収の対象となる年金との突合 総務省 三号 ヘ

財団法人地方自治情報センター 本人確認情報の提供に関する事項 世毘基本合格法揮30量の7、軍30量の10 詞左 O 総務省 目的向朝用

闘ゅうちょ銀行
年金たる保蟻給付の支払にかかるデー 移年[金務予算規畳給法程算者第へ及11のび最会年]計金の令宜軍4払2事条務のL 支出宮 行聖給う者たにめ対L陣生年金等の支払を円摺に O 総務省 昌的向利用
タ

」一一



提棋先 提供データ事項 世用量司書{祖拠法令) 住用目的 畠鍾砲年恨の倉有'島略鴛。担当部局

O E的向朝用

ンター O 財務省 目的同和l用

詞左 × 保険局 被桂聖者情報

X 3基準局 事案萌情報等



日本年金機構個人情報ガイドライン別表2

【法令に基づき提供する場合1

提供先 根拠法令等

韓判所 刑事訴訟法第99l長軍2項に基づ〈証拠物の担出命令

韓醒官 後事事毒事官，i1君E表書事聴員且U都道府県警事 刑事訴訟法曹 19 7 S長第2項に返っ〈控査関係事項の照会

樟繋官接事事輔宮司法警察職員及び都道府県警醒 刑事酔訟法第218条第 1嘆に遺志づく差押え

鍍判所 E忌事酔訟法第223S長にま審づ〈文書盤提出命令等

韓事官及び樟察事務官 組植田な犯11!の処嗣及び抱界収益の規制等に閉する法樟第71条11<1項及び11<2項による照会

警醒官 少年湾第 6l長の5第 1攻による差押え

家庭事量判所 少年法軍 15l徒による鑓出命令且び韮押え

韓曹官liI.ぴ司法曹轄員 国際世畳共助等!こ闘する珪樟第8条第2項による袋持え

韓事官及び司法曹著書負 箇糠刑事滋判所!こ対する協均等に聞する法樟第8粂において懲吊する闘揖控査共助電撃に闘する法律第8l提11<2項による量押え

裁判所及び韓判官 心樽護条等の状盟で亜火な他替有為を行った舎の医療且び唖察等に闘する法樟第 24粂第3嘆によ孟璽函面吾，重蒋王亙百頭会

都道府県警醒 園酷控査共助等10闘するま樟第8粂第2項!こ基づく珪押え

|都道府県警軒 国際刑事議判所に封ずる協力等に関する法律第8l長において箪用する聞際捜査共助等に闘する逮樟軍8条軍21盟に基づく韮押え

根甚法令に義づ〈閉会を行った官公箸 図説lI!ll'J取締法第 1粂翠3項!こ基づ〈抱剛事件邸査関係事項の閥会

組艶法令に基づ〈質問韓韮等を行使した官公草野 盟組担蹄取締法第2粂に基づ〈控銀、量得え害事

|線蹴令に基づく貫間瞳闘を行使した官公器 国車徴収量第 14H徒に義づ〈質問及ぴ棋牽

根臨法令に11づく軍陣暁査等を行使した官公署 国韓通則法第74l長の2に基づく質問後査権

祖拠法令に轟づ〈賀閥横査等を行寵した宮公署 鴎税理則法曹74最の3に基づく貫際機査櫨



視世主去令に4づ〈質問瞳査等を行使した官公署 国韓温別法第97条に革づ〈質問、種変等

叡艶5ま令に基づ〈置問桟査等を行使した官公務 地方棋王去軍， 5 5~長に基づ〈質問樟査

組担法令にま毒づく質問控室正等を行使した官公器 地方説法霧 298条に盆づく質問樟査

総臨宏令に革づく軍閥控査等を行置した官公署 地方説法第35 3~1=基づ〈質問樟査

緩哩法令1=4づ〈貫隣樟畳害事を行置した官公署 地方説法第396粂に君事づ〈賀翻横査

総拠珪令に基づく質問樟査等を骨使した官公器 地方説法草588条1=，基づく置期樟査

緩担珪令に4づく置問樟査等を骨使した官公署 地方説法曹707粂に基づ〈賀間後査

会計暁査院 会計桂査院法第26l長にま毒づ〈提出袈求

【省令の規定に3基づき提供する場合1

鍵供先 鑓侠データ率壇 世周梁務{祖艶法令〉 世用自的 沼健醐常輔側蜘鏑 担当部品 視9で長の機第分盛S項姐'"各3号8 

地方車生(主)昂
事!I!所情報〈事業所名、事業所所在地 槽厚生関年業金務革命等への情報提供の際の緩歯

厚揖世生年す金る基金等への事事主に悟る情報を O 年金局 三号 イ
宅事) ため

市町村(特別区を含む.) 
国民年金揮1号祖器障者に関するデ 法1条[定閤の畳毘2焼年3事金務法且第3び3徒自、治国事民輯年金法施行令軍 市町村が行う国民年金移円帯増(量連定行畳の託た事め O 総務省 Z号 イ
タ 務および自治事輯)の な

市[町図村島瞳(特鹿閤保巨腔を担含当む課.)} 軍第者国国2情民1民号号報年年祖・金金罷第担被険3保骨龍者盤障険喪者理者失原異院情簿者動報情賞情綴絡報喪失 ー訂正 国[毘国健島鹿瞳樺康肢保障の適法用曹業11務3条の2) 国民世康嘩障の適用梁務を持うため O 保険局 三号 ，、

市町村(特別置睦按を古場謀む) 箆国民民{瞳世国置置民時罷年険金睦短短1期期号来柾経究軸除付外情対対報章象)者苦情情級綴 国民健鹿保障法軍9条軍10項及び軍113提 盟箆像民年世金の探置検期料被保の来院省曲者経jこ対する園毘檀 O 保険局 三号 J、
[阻毘瞳康保 ) の2 の宜付

公的年定民、の金3年労に、働各金お第法者法づ四及第虫き条制四び害等措労度条1働置聞、惇車者の枯虫生腔害付年量輔鯛金揮慣聾聾15保険条臨法、ま曹軍

国共・・財
地共総

年労金働保基障者たる各唖共済組合 年金の茸桔同容に寓する事項 3の8【稗劉条
公の規的定年金jこ各基法づ王きび制労麿働聞者の結虫害付捕調世監保を障苛珪う O 私農林学 ・文 互号 ホ準監督署 ため 労働ーー・農基

16粂
準局

事務帽裳主をf拍含曲む所.有者且びその率
年金記輯確認地方第五容量員会への年金

年録金の記確録認確申立認地書方の曹提三出者を聾行員う会たにめ年金記
会.) 

週聡者の住所且ぴ電話番号 記録の確認申立容の提出 x 社保庁 王号 ト

韓価(務茸分省〕霊行局政、評行画政局評、価宮事輯直行所政、評行政価評 年の金記記揖録磁認のために必要な範囲向で
年E金年金記録提の録碕櫨認認第三者霊員会令軍7条〕 年年金金記記録揖確の認確地認方の第た三め者聾員会における O 総務省 三号 ト



市(介町村護樺(特睦別担E当を謀含〉む.) 公的年金桔付の主軸状現

市町村〔臣特当別課区)を含む.) 間民年金軍1号被保腔者等の寵険料の

{税務担 制付状況

叫摺市(A祉家(鳳特事制庭別務福加巴所祉苦課在古官)む理.す)る町村 公的年金給付の主結求理

都当(担道特府別当児課県宜)控聾手当“障害虫福祉手 公的年金給付の主軸状盟

説務署 軸国民付状年金現揮1号担理E章者等の聾検特の

各部置府県桂期高齢者E疲広培適合 老齢搭祉年金畳結者情報

各保都世道世府輯県土社会理険労覇士会‘社会 rねんをん特別亜jに闘する相飯事輩
に必要な範囲向での記録

市(町担村当謀(特)別臣を古む.) 
rねんを『ん特別唖J (畳枯者名寄せ

恒)に訂正なし』と図書;s1.1ま朱回答
者の情級

市町村(特別E22益を課含}む.) 国民年金被保障者車簿晴報
(毘民年金担探} 軍2号被罪障者喪失情報

事額組象主合を世田含曲む所.有)者及びその司巨 法令上、事象主が行うこととされてい
る事務に係る記録

盛供先 提供データ事項

(事輩所名、骨働者世等〉

(事業所名、事業所所在地

〈枯付を行わなかっ

嘩険枯骨の主津会聾件Eぴ嘩険料の農定の
介麗樺睦に罷る罷睦軸付の主結聾件且び

審査
E介箆探険法第203S1<J 保障軒の決定の審査を行うため

探険料に罷る社会慢陸料控除の適正化
嘩険料に罷る社会畢臨調控障の適正化を
釦るため

毘【宜措扶置聾扶手聾当手の当主法結軍聾団件長の]審査
思量扶聾手当の茸桔聾件の審査を行うた
め

特[別特児別童毘控宜聾控手聾手当等当の宜の給主桔要件iこの審査 特行別う児童技聾手当等の主桔聾件の審査を等 関する法
後軍37条〕

つため

樺険料に悟る社会探検料提障の漉正化
ii険料iこ悟る社会嘩険料控肱の適正化を
図るため

高に齢よ者る後の期密接高の齢確者寵医療に軸関する法律の規定 後等期の寓自齢己者負担医療制制度度のにおける高る額事需務聾に費お
付に聞する事務

判定に保
亜のため

rねんきん特別置』に関する相殻率輩
社『ね会慢ん障を措ん覇特士別の恒協』力により実施する

き に関する相践事業の
実織のため

『ねんきん特別唖J (畳曲者名寄せ恒) 来図書者等への世話又は肪聞による記鍛
の回答勧費 の確認調査等を行うため

法定畳医事務及び自治事覇
国毘年金の業務を行うため

【地方鼠治E去第2粂]

植畢睦者等の記録確認
喜容量主が被樺険者等の包録を確認するた

[厚生年金嘩眠法第27条他】
め

【事業所情報等を提供する場合】

世用車務(担拠法令〉 使用目的

X 

x 

O 

X 

x 

x 

O 

O 

O 

O 

2臨司隆盛存会醤婚の
縫慌の司師"

老健局

財務省

鹿児局

鹿児島

財務省

保険局

社保庁

社保庁

総務省

社保斤

x 基準局

x 安定局

x 器準局

三号 ト

三号 ト

三号 ト

三号 ト

三号 ト

三号 ト

三号 ト

三号 ト

目的向利用

目前向利用



毎週府県労働晶
貴働基準監督署

事業所情報(事業所名、所在地、代表

者名、適用朝日、金聾朝日、社会|貫金の支払の確罷等に関する法律事12条 i朱払貫金の立管払事業の霊行のため
保障軒の抽λ状班、滞納処分の有無 |の2軍1項 ' 
等)



J.lIJ添 3

報告様式の記入方法について

1ファイル 1拠点で、 1年を通して使用します。各四半期の提出期限(例/第

1四半期・ 6月30臼時点のもの=今 7月31臼が提出綴限)までに、機構本部

総務部特殊メールへお送りください。

※ 全様式の共通事項として、網掛け館所( )のみ記入すること

1 個人情報保護に関する研修に係る報告について

(1)個人情報保護に罰する研修実績(別紙 1-1) 

ア 役職員数の集計基準日

各四半期の末回(第 1四半期は 6月30目、第 2四半期は 9月30目、

第 3四半期は 12月31臣、第 4臨半期lま3月31日)を集計基準日

とする

イ 際委号

一覧シートより該当する番号を記入

ウ役職員数

集計基準臼における役職員の人数を、既存職員数・新規採用及び巽動

者(他拠点から異動してきた者)に分けて記入

ヱ 受講不能者数

集計基準日における受講不能者について該当理由に応じて人数を記入

オ受講者数

集計基準日における研修受講者人数を記入

※ 受講者数の集計方法について、年度を単位とし、同一人が伺一年

度内に複数回研修を受講した場合であっても、受講者数は 1とする

(例:職員数 10人の職場において全職員が二度研修を受講した場合

であっても、受講者数は 10人であり、 20人とはならない)

注) ・集計基準臼において職員が退職睡異動等により、拠点内に在籍して

いない場合l立、当該人数を差し引いて記入。

・第 2四半期以降について、役職員には、紙に今年度受講した人数は

除き、未受講者のみ(休職等の受講不能者で未受講の者含む)を記

入。

-配属先以外の拠点(研修センタ一、ブロック本部)で実施する採用

職員研修で個人情報保護研修を受講している場合も、 「新規採用・

異動者(入)J欄の f役職員数J、 f受講可能者数j 、 『受講者数j

にカウントしてく T三さい。



(2) 個人情報保護研修未受講環由一覧表(別紙 1-2) 

ア 年金事務所名

年金事務所名を記入

イ 未受講理由

集計基準自における受講不能者以外の朱受講者の未受講理由を具体的

!こ記入

※ 日程の不書官など安易な理由の記入はしないこと

ウ朱受講者数

来受講理由に該当する未受講者数を記入

ヱ実施予定時期

roo月中に実施」又は rOOFlOO固までに実施」など具体的な予

定を記入

2 保有価人情報の外部への提供に係る報告について

(1)本人の同意を必要としない場合(買IJ紙 2ー1)

ア 提供件数・提供人数

該当する根拠法令に基づき提供を行った四半期分の合計件数及び人数

を記入

その他欄の提供件数及び人数については、内訳欄に記入した件数及び

人数に限定せず、すべての提供件数及び人数を記入

イその他

a 根拠法令

内訳欄には、その他欄の上!こあらかじめ記載した根拠法令以外の法

令に基づき提供を行ったもので、主に多かった根拠法令を記入

b 提供件数・提供人数

内訳欄の提供件数及び人数は aで記入した根拠法令に基づき提供を

行った件数及び人数を記入

(2)本人の宿意を必要とする場合(見IJ紙 2-2) 

ア 提供件数・提供人数

本人の問意書等の添付が必要となる単に法律上の根拠がある場合など

の照会に基づき提供を行った四半揚分の合計件数及び人数を記入

その他欄の提供件数及び人数については、内訳槻に記入した件数及び

人数に限定せず、すべての提供件数及び人数を詑入

イその他

a 根拠法令

肉訳織には、その他禰の上にあらかじめ記載した根拠法令以外の法

令で、本人のi奇意書等が添付されていることにより提供を行ったも

のの主に多かった根拠法令を記入

b 提供件数"提供人数

肉訳欄の提供件数及び人数は aで記入した根拠法令に基づき提供を

行った件数及び人数を記入



【 別紙 1-1 ] 

| 記 入 例 | 

H24年度

県番号 49 差益盟盆 盤蓋盤 | ブロック本部 | 

く第1四半期>の記入例 ! 
」一一一一一一一一一一一一一一一一一一._---_... ，-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一J

当期末現在における当期中の新規採用

者及び他拠点からの転入者を除く職員数

をカウント

既存 職 員数

新規採用・異動者(入)

当期末における前期末の未受講者(当期中に未受講のま

ま転出した者を除く)、及び受講不能者をカウント(第3閤半

期以降も同様)

(官官期末宋受講者3名ー未受講のまま当期中転出者1名

新規採用・異動者(入)

官十

当期末現在における職員数(特定業務契

約職員、アシスタント契約職員を含む。他

の欄も同様)をカウント

>の記入例

当期末における道場中の新規採用者及び

当期中に未受誘のまま転入した者をカウ

ント(第3凶半期以降も碍様)

当期末現在における当期中の新規採用

者及び他拠点からの転入者数をカウント

当期中に新たに受講不能となった者、引

き続き受講不能な者をカウント(第3四半

期以降も悶横)



H24年度

県番号

既存職

既存臓 員数

新規採用・異動者(入)

数

新規採用同異動者(入)

島正盟主蓮田-3同)1
役職員数

役員 i 職員

既存臓員数

新規採用・異動者(入) = 

"8- 富十

l人
受講不能者数

合計A 病気休日霞 i産休・宵休i介護休暇 i

， 

， z z 2 2 z 

， : 

【 別紙 1-1 ] 

※ 事ι茸港日 3.1=t3J日 ※提出期眠Z4月30日
受講可能者数 受講者数

米受講者数
実絡都合

休職 合計 8 C (A-B) D D/C 

#DlV/O! 

#DlV/O! 
#DlV/O! 

※高五議東議:1;:1丈既疋通手辱雇言語講じ左瓦議111隊吾I極海蚕で受講じ異動Lて吾た著盃係正受講不語著吾きめた未受講者のみを記入。期中退獄事t・3耳動者(出)は職員数から外して下さい。

※亡二二二二二コこ入力する乙と。(それ以外は入力猿止)
※未受講者数の合計橋防rDJ以外の場合l立、必ず別紙1-2(未受講理由一覧)を作成すること。

※配属先以外の拠点(研修セン担一、ブロッワ本部)で実施する新規採用職員研修で個人情報保護研修を受議している場合もF新規採用・異動者(入)J欄のF役職員数」、
「受講可能者数j、「受講者数』にカウントしてくだ古い。



H24年度

【 別紙 1-2 ] 

個人槽報保譜研修来憂謹理由一首塞
事務所名



H24韮度【第1四半期(4Fl......6月)]

保有個人情報の外部への撞供

年金事務所名

《本人の同意を必要とし怠い場合》

【別紙2-1] 

根 拠 法令 提供件数 i提供人数

刑事訴訟法第99条に基づく証拠物の提出命令

刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査擦係事項の照会

国税徴収法第141条に基づく質問及び検査

4条に基づく質問検査権

に基づく質問検査

55条、第298条及び第353条に基づく質問検査

: (内訳)

※その他の(内訳)については、主に多かった根拠法令及び提供件数を記入すること。
したがって、 fその他」の提供件数以内訳)の件数は必ずしも一致させる必要はないこと。

※『提供件数JIこは件数を、 f提供人数JIこは卜ー担ル人数を記入すること。例えば、 1つの
照会元から5人分の依頼があったときは、提供件数1件、提供人数5名と怠る。



H2生韮度 I第1臨半期(4月......6月)]

保有個人情報の外部への握供

年金事務所名

【見Ij紙2-2]

《本人の同意を必要する場合》

根拠法 令 提供件数!提供人数

条の21こ基づく報告の誇求

9条に基づく公務所等に対する照会

所調査官の事実認査及び

第29条に基づく調査の嘱託及び報告の請求

36条に基づく調査の嘱託及び報告の誇求

※その他の(内訳)については、主に多かった根拠法令及び提供件数を記入すること。
したがって、「その他Jの鑓供件数と(内訳)の件数は必ずしも一致さぜる必要はおいこと。

※「提供件数J(こは件数を、「提供人数jには卜-!ilJ~人数を記入すること。例えば、 1つの
照会元かち5人分の依頼があったときは、提供件数1件、提供人数5名と怠る。



H2主主塵 I第2四半期c7月 .....gFl)1 

保宥個人情報の外部への握供

年金事務所名

《本人の開意を必要としない場合》

【別紙2-1]

根 拠 法令

第99条に基づく証拠物の提出命令

提供件数 i提供人数

事訴訟法第197条第2項に基づく擦査関係事項の照会

国税徴収法第141条lこ暴づく質問及び検査

所得税法第234条lこ碁づく質問検査権

相続税法第60条に基づく質問検査

地方税法第155条、第298条及び第353条に基づく質問検査

: (肉訳)

※その他の(内訳)については、主に多かった根拠法令及び提供件数在記入すること。
したがって、『その他」の提供件数と(内訳)の件数は必ずしも一致させる必要はないこと。

※「提供件数J(こは件数を、「提供人数J(こは卜ー担ル人数を記入すること。例えば、 1つの
照会元から5人分の依頼があったときは、提供件数1件、提供人数5名とむる。



H2生隼産 I第2四半期c7月-9月)】

侵害個人情報の外部への提供

年金事務所名

【別紙2-2】

《本人の同意を必要する場合》

根拠法
;6、
TI 提供件数|提供人数

法第23条の21こ基づく報告の請求

訴訟法第279条に基づく公務所等に対する照会

生活保護法第29条に基づく調査の嘱託及び報告の請求

老人福祉法第36条に基づく調査の嘱託及び報告の請求

問問問ーーーーーー--開四四回目ーーーーーーー---剖------畑--欄間関田

※その他の(内訳)については、主に多かった根拠法令及び提供件数を記入すること。
したがって、 fその他Jの提供件数と(内訳)の件数は必ずしも一致させる必要はおいこと。

※「提供件数JIこは件数を、「提供人数」にはト-$1ル人数を記入すること。例えば、 1つの
照会元から5人分の依頼があったときは、提供件数H中、提供人数5名とtJる。



H2生年度 I第3四半期(10月-12Fl)]

保右個人嬉報の外部への糧供

年金事務所名

《本人の同意を必要としtJ.い場合》

【別紙2-1】

根拠法令

99条に基づく誕拠物の提出命令

提供件数 l提供人数

197条第2項に基づく捜査額係事項の照会

第141条に基づく質問及び検査

第234条に基づく質問検査権

155条、第298条及び第353条に基づく質問検査

: (内訳)

※その{也の(内訳)については、主に多かった根拠法令及び提供件数を記入すること。
したがって、「その他Jの提供件数以内訳)の件数は必ずしも一致させる必要はないこと。

※『提供件数」には件数を、『提供人数Jにはトー担ル人数を記入すること。例えば、 1つの
照会元から5人分tの依頼があったときは、提供件数1件、提供人数5名となる。



H2生隼産 I第3四半期(10月.....12月)1 

保有個人情報の外部への揮供

年金事務所名

【別紙2-2]

《本人の同意を必要する場合》

根拠法 令 提供件数|提供人数

告の請求

第279条に基づく公務所等に対する照会

人福祉法第36条に基づく部査の嘱託及び報告の誇求

--ー間関再開閉司四--四瞬間---------ーーーーーーーーーー間関四四回目

' 

※その他の(内訳)については、主に多かった根拠法令及び提供件数を記入すること。
したがって、「その他」の提供件数以内訳)の件数は必ずしも一致させる必要はおいこと。

※「提供件数」には件数在、「提供人数」にはトー担ル人数を記入すること。例えば、 1つの
照会元から5人分の依頼があったときは、提供件数1件、提供人数5名となる。



H2生韮塵 f第4四半簸(1月.......3月)】

保有個人槽報の外部への揮供

年金事務所名

《本人の間意を必饗とし怠い場合》

【別紙2-1】

根 拠 法令

条に基づく証拠物の提出命令

提供件数 l提供人数

97条第2項に基づく捜査関係事項の照会

国税徴収法第141条に基づく質問及び検査

4条に基づく質問検査権

155条、第298条及び第353条に基づく質跨検査

: (内訳)

※その他の(内訳)については、主に多かった根拠法令及び提供件数を記入すること。
したがって、「その他Jの提供件数と(内訳)の件数は必ずしも一致させる必婆は怠いこと。

※「提供件数」には件数を、「提供人数」にはトー担ル人数を記入すること。例えば、 1つの
照会元から5人分の依頼があったときは、提供件数1件、提供人数5名となる。



H2生年度 [第4四半期(1，Ej.....3月)] 

保者個人情報の外部への揮供

年金事務所名

【別紙2-2]

《本人の同意を必要する場合》

根拠法 A 
寸3 提供件数 i提供人数

弁護士法第23条の21こ基づく報告の請求

条に基づく公務所等に対する照会

民事訴訟法第186条に基づく調査の嘱託及び
26条に基づく文書送付の嘱託

: (内訳)

合

※その他の(内訳)については、主に多かった根拠法令及び提供件数を記入すること。
したがって、「その他Jの提供件数以内訳)の件数は必ずしも一致さぜる必要はないこと。

※『提供件数」には件数を、『提供人数JIこはト-~ル人数を記入すること。例えば、 1つの
照会元から5人分の依頼があったときは、提供件数1件、提供人数5名と怠る。


